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～高額介護合算療養費と医療費通知について～高額介護合算療養費と医療費通知について～～

　医療費通知は、医療機関で診療を受けた際にかかった医療費の額を、半年ごと（１～６月、７～１２

月）にとりまとめ、年２回（９月と翌年３月）ハガキでお知らせします。発行を希望される方にのみ

通知しておりますので、希望の方は役場福祉課まで連絡ください。

　※　すでに連絡していただいている方には、継続して通知します。

◆自己負担限度額表

■高額介護合算療養費について
　高額介護合算療養費は、医療保険と介護サービスの両方を利用している世帯の方の自己負担を軽減

するための制度です。

　同じ世帯の被保険者が、「病院にかかったとき」と「介護サービスを利用したとき」の１年分の自己画 臥蚊蚊蚊蚊蚊
負担額の合計が表の基準額（限度額）を超えた場合は、超えた額が 「高額介護合算療養費」として支画 臥蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊
給されます。

　申請手続きが必要な方には、ご自宅へ申請書類を送付しますので、届きましたら役場福祉課または
各支所にて手続きをしてください。

自己負担額の合計の基準額区　　分負担割合

６７万円現役並み所得者３　割

５６万円一　　　　　般

１　割 ３１万円区分Ⅱ（※１）
住民税非課税世帯

１９万円区分Ⅰ（※２）
※１　世帯全員が住民税非課税である方

※２　世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が０円（公的年金収入のみの場合、

　　　その受給額が８０万円以下）、または老齢福祉年金を受給している方

お　　問　　い　　合　　わ　　せ　　先

役場　福祉課

電話　４２－２２７５

（内線２４６）

北海道後期高齢者医療広域連合
　　　住所　〒０６０－００６２
　　　　　　 札幌市中央区南２条西１４丁目
　　　　　　 国保会館６階
　　　電話　０１１－２９０－５６０１

■３月に医療費通知を発行します

【自己負担額の計算期間：平成２４年８月１日～平成２５年７月３１日】

お薬代が安くなる!? ジェネリック医薬品（後発医薬品）

　病院から処方されているお薬の中には、価格が安いジェネリック医薬品（後発医

薬品）を選べるものもありますので、医師や薬局の薬剤師に相談してみましょう！

　※ジェネリック医薬品は厚生労働省から認可された安全な薬です。


